
 

 

令和８年度女性が働きやすい職場へのバージョンアップアドバイザー派遣 

企画提案に係る仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

令和８年度女性が働きやすい職場へのバージョンアップアドバイザー派遣 

 

２ 事業主体 

  宮城県 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和９年３月１２日まで 

 

４ 委託業務の目的 

県内の大学、短期大学卒業後において、就職する女性の約半数以上が県外に転出しているこ

とから、多くの若年層が県内に定着しやすい環境を整備する必要がある。 

このため、女性の採用や女性が活躍できる環境の整備に意欲的な県内の中小企業や小規模事

業者等（以下、「中小企業等」という。）に対し、社会保険労務士又は中小企業診断士の資格を

有した専門家を派遣し、現状の分析、目標の設定や就業規則改正等の指導・助言を行い、女性

が働きやすい環境づくりへの支援を行うことや、県の企業認証や国のえるぼし等の認定を推奨

することで、女性の県内定着に向けて県内企業の女性活躍を推進するものである。 

 

５ 委託業務の内容 

 （１） 本件事業により支援を行う中小企業等は、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４

号）第２条第１項に規定する中小企業者又は同条第５項に規定する小規模企業者、もし

くはこれらに準ずる事業者（※1）であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

   ア 宮城県内に本社・本店又は主たる事業所を有する者であること。 

   イ 次のいずれかに該当する者でないこと。 

   （ア）同一の大企業からの出資が、資本金の２分の１以上を占めている中小企業者 

   （イ）企業からの出資が、資本金の３分の２以上を占めている中小企業者 

   （ウ）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１を占めている中小企

業者 

      ※1 社会福祉法人や一般社団法人等のほか、農事組合法人等の法人格を持つ組合を含

む。 

（２） 本件事業について広く周知し、支援を希望する企業を集めること。なお、この周知に際

しては、発注者の作成する配布資料により、発注者が本件事業と並行して実施する補助事

業「女性が働きやすい職場へのバージョンアップ環境整備補助金」の周知にも努めること。 

（３）（１）により集めた企業（以下、「募集企業」という。）のほか、発注者から指名された企

業（以下、「指名企業」という。）に対しても支援を行うこと。 

（４） 企業への支援に当たっては、女性活躍等に精通した社会保険労務士又は中小企業診断士

の資格を有した専門家（以下「専門家」という。）を派遣すること。 



 

 

（５） 支援を希望する企業（指名企業を除く）に対して、事業概要の説明を行い、専門家派遣

に係る申込書を受付して発注者に提出すること。 

（６） 企業への支援について委託内容の遂行に支障がない場合は、オンラインでのコンサルテ

ィングを実施することも認める。 

（７） 支援内容については、女性活躍の推進等に関するコンサルティングなど、以下の内容を

実施すること。 

ア 支援対象企業の女性活躍等に関する現状確認 

（ア）支援対象企業を訪問し、事業主若しくは担当者責任者から聞き取りを行い、現状を分

析すること。 

（イ）支援対象企業より、県の実施する女性活躍推進関係の研修に対する要望を聞き取るこ

と。 

イ 支援対象企業の女性活躍に関する目標・改善プランの策定 

（ア）支援対象企業の事業主担当者と十分な協議を行うこと。 

（イ）女性の採用や働き方について、短期目標と中長期目標の策定を支援すること。 

（ウ）短期目標や長期目標達成のため、必要に応じて研修などの支援を行うこと。 

（エ）支援対象企業に実行組織をつくるなど、支援終了後も継続して女性活躍を推進する組

織体制づくりへの支援を行うこと。 

（オ）支援対象企業へ以下の参考事例の説明を行い、実施計画の策定に向けた支援を行うこ

と。 

  ＜参考事例＞ 

ⅰ 経営者や管理職への女性活躍に関する必要性 

ⅱ 女性が働きやすい職場環境向上や人材育成 

ⅲ 仕事や人間関係などの悩みに関する相談体制の構築 

ⅳ 就業規則の改正や女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年

法律第６４号）に基づく一般事業主行動計画策定 

ⅴ 国や地方公共団体等が行う認証制度の取得に関するアドバイス 

指名企業に対しては、えるぼし認定の取得について支援すること。 

ⅵ 国や地方公共団体等が行う人材確保等に関する各種支援施策の周知 

  （カ）支援対象企業に対し、次年度以降の専門家派遣の希望有無、及び希望する派遣期間（令

和８年度を含めて、最長３年間）を聴取すること。 

（キ）支援対象企業に対し、支援時に明らかとなった課題の解決策について提案すること。 

  ウ ア～イのほか、受注者から提案のあった支援内容により実施する。 

（８） 支援終了後は、本件事業に係る課題の洗い出しを行い、県に対して改善策を説明するこ

と。 

 

６ 委託業務の達成目標 

（１）支援企業数 ア 募集企業 １０社以上 

イ 指名企業  ５社 

（２）総指導回数 

１社あたり５回程度（計７５回） 



 

 

７ 業務実施計画書等 

業務の契約締結後、速やかに次の書類を書面または電子データにより提出し、発注者と協議

を行った上で業務を実施するものとする。 

（１）業務実施計画書（業務の実施方法、業務達成目標数、各業務の実施計画等） 

（２）業務従事者等届（運営責任者、業務の各担当者等の氏名及び専門家の資格証明書等） 

（３）業務実施工程届（工程表） 

（４）業務管理体制届（情報資産の管理体制、障害発生時及び緊急事態が生じた場合に備えた連 

絡体制等） 

 

８ 委託業務実施報告 

訪問状況や支援内容等に係る報告資料を毎月作成し、書面または電子データにより翌月１０

日まで発注者に報告すること。 

なお、報告内容について発注者から説明を求められた際はこれに応じ、必要な書類等を閲覧

させること。 

 

９ 業務完了報告書等 

受注者は業務完了後、速やかに実施内容や事業の成果、経費内訳を取りまとめるとともに、

委託期間内に、業務完了報告書と成果品を、書面または電子データにより発注者に提出するこ

と。 

 

１０ 成果品 

（１）実施内容や事業の成果を取りまとめ、説明する資料 

（２）支援企業の情報等一式 

（３）相談対応や訪問等で得た情報等一式 

（４）経費内訳に係る資料 

  ア 費目（受注者で任意で設定したもの）毎の支出実績額を示す資料 

  イ 支出１回毎の内容及び金額を、上記費目毎にまとめた一覧 

（５）その他、業務を行う際に収集、作成した資料一式 

（６）次年度以降に本件事業またはこれと同様の支援事業を受注した事業者への引継ぎを想定し

た、継続支援を希望した支援企業に係る資料 

 

１１ 対象経費 

本業務の実施に伴う対象経費は、５の業務を行うために必要な経費とする。ただし、次に該

当する経費は認めない。なお、データ化等に使用するＯＡ機器等については、レンタル又はリ

ース契約による対応を原則とする。 

（１）機械・機器等の備品購入費（５万円以上のもの） 

（２）土地・建物を取得するための経費 

（３）施設・設備を設置又は改修するための経費 

（４）その他本事業との関連がないと発注者が判断した経費 

 



 

 

１２ 留意事項 

本業務は国の地域女性活躍推進交付金を活用して行うため、その要領等に基づくほか、次の

事項を遵守すること。 

（１）本事業は、会計検査の検査対象となることから、受注者は事業終了後においても、関係書

類や会計帳簿類を５年間保管すること。 

（２） 本業務は、国の交付金を財源として実施する予定であり、交付金が不採択又は減額交付

となったときは、契約手続の中止、契約の解除、契約金額の減額等を行う。 

（３） 本業務は、年度当初から業務を開始する必要があることから、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）及び地方自治法施行令に基づき条例で定めた長期継続契約対象業務として、

年度開始 （歳出予算成立）前に企画提案の手続を進めているものであるため、本件に係る

歳出予算が不成立となったときは、契約手続きの中止や契約の解除を行う。 

 

１３ 成果の帰属及び秘密保持等 

（１）成果の帰属 

本業務により得た成果及び成果品の著作権は、発注者に帰属するものとする。 

（２）秘密の保持 

受注者は、本業務で知り得た秘密を契約終了後も保持しなければならない。業務終了後も 

同様とする。 

（３）個人情報の取扱い 

受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）を遵守すること。 

 

１４その他 

（１）受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、又は本仕様書により難い理由若しくは本仕様書

に記載されていない事項が生じたときは、発注者と速やかに協議を行い、その指示に従うこ

と。 

（２）受注者は、発注者の承認がある場合を除き、第三者に業務を再委託することはできない。 


